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阪南市自治基本条例 

 

目次 
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附則 

阪南市は、緑豊かな和泉山脈と波静かな茅渟（ちぬ）の海に囲まれ、

温暖な気候風土という自然環境にも恵まれ、熊野古道へと続くいにしえ

の歴史街道や秋のやぐら祭り等に見られる歴史的遺産や文化的資産も数

多く継承されています。 

私たち阪南市民は、これまで先人が築き上げてきた歴史、培ってき

た文化、多様な産業と豊かな自然を受け継ぎながら自らの知識や経験・

創造性を活かし、すべての人が思いやりを持ち、人と人とのつながりを

ひろげ、次世代を担う子どもたちをはぐくみ、平和で明るく豊かな安

心・安全のまちづくりを推進し、将来にわたって持続可能な社会を次の

世代へ引き継ぐ責任があります。 
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一方、地方分権が進むこれからの時代は、地方自治が大きく変化し、

まちづくりをこれまでの行政主導から市民主導へと大きく転換しなけれ

ばなりません。私たちは、今日までの市民参画を更に発展させ、自治の

主役である市民によるまちづくりがより一層推進できる仕組みを構築す

る必要があり、これまで以上に市民、議会及び執行機関が信頼を深め、

協働してまちづくりを進めていくことが求められます。  

そのため、市民一人ひとりの人権が尊重され、生活するすべての市

民が、このまちで永く学び働き住んで良かったと思えるよう、市民同士

が交流を深め、補完し合い、市民相互の協働並びに市民、議会及び執行

機関との協働を基本とし、適切に役割と責任を明らかにしたうえで分担

し合い、自己決定及び自己責任による個性豊かな持続性のある地方自治

を推進しなければなりません。 

よってここに、よりよい阪南市をつくるための最高規範として、阪

南市自治基本条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、阪南市における自治の基本理念を明らかにすると

ともに、市民の権利及び責務、議会の役割及び責務、執行機関の責

務並びに市政の運営及び地域の活動に関する基本的事項を定めるこ

とにより、自治を確立することを目的とする。  

（最高規範性） 

第２条 この条例は、自治に関して市が定める最高規範であり、市民、

議会及び執行機関は、誠実にこれを遵守し、他の条例、規則等の制

定、改廃、解釈及び運用に当たっては、この条例の趣旨を尊重し、

この条例との整合を図らなければならない。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号

に定めるところによる。 
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(1) 市民 市内に在住、在勤若しくは在学をする個人、市内に事業

所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。 

(2) 市 基礎的な地方公共団体としての阪南市をいう。  

(3) 執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。  

(4) 参画 市の政策等の立案、実施及び評価に至る過程において、

責任を持って自主的かつ自発的に参加し、意思形成にかかわること

をいう。 

(5) 協働 互いの特性を尊重しながら、それぞれの責任と役割分担

に基づき、住みよいまちとするために、協力し行動することをいう。  

第２章 基本理念 

第４条 未来においても恵まれた自然を守り、心豊かな阪南市であるた

めに、主権者である市民それぞれが、互いの人権を尊重し、参画し、

及び協働し、並びに市民、議会及び執行機関が協働することにより、

自立した阪南市の実現を目指すものとする。 

第３章 基本原則 

（参画及び協働の原則） 

第５条 市政の運営及び地域の活動に取り組むに当たっては、市民の参

画する機会が保障されるとともに、市民、議会及び執行機関が協働

することを原則とする。 

（情報共有の原則） 

第６条 市民、議会及び執行機関は、市政に関する情報を共有すること

を原則とする。 

（財政自治の原則） 

第７条 市は、自立した市政の運営を行うため、自らの判断と責任にお

いて、財源を適正かつ効果的に活用し、歳入と歳出の調和のとれた

財政運営を行うことを原則とする。 

第４章 市民 
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（市民の権利） 

第８条 市民は、市政の主体として平等に市政の運営及び地域の活動に

参画し、及び協働する権利を有する。 

２ 市民は、保護すべき情報を除き、市が保有する情報を知る権利を有

する。 

３ 市民は、市が提供するサービスを受けることができる。  

（市民の責務） 

第９条 市民は、互いに多様な価値観を認め合い、市政に関する認識を

深め、自らの発言と行動に責任を持ち、積極的に参画し、及び協働

し、市政の運営及び地域の活動に取り組むよう努めなければならな

い。 

２ 市民は、互いに市政の運営及び地域の活動に必要な情報を共有する

よう努めるものとする。 

３ 市民は、市が提供するサービスに伴う負担を分任しなければならな

い。 

第５章 議会 

（議会の役割） 

第１０条 議会は、法令で定めるところにより、住民の直接選挙によっ

て選出された議員で構成され、住民の声を市政に反映する市の意思

決定機関である。 

２ 議会は、市政の運営を監視する役割を担う。 

（議会の責務） 

第１１条 議会は、意思決定機関であることの責任を常に認識し、公平

な判断及び長期的展望をもって意思決定に臨むものとする。  

２ 議会は、開かれた議会運営のために、その保有する情報を積極的に

公開し、市民との情報共有に努めなければならない。  

３ 議会は、議決に当たっての意思決定の過程を市民に明らかにするも

のとする。 
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（議員の責務） 

第１２条 議員は、前２条に規定する議会の役割及び責務を十分に認識

し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。  

２ 議員は、多様な住民の意思及び地域の課題を、市政に反映させるよ

う努めなければならない。 

第６章 執行機関 

（市長の責務） 

第１３条 市長は、住民の直接選挙によって信託されたものであって、

市の代表者として市を統轄するとともに、市政の基本方針を明らか

にし、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。  

２ 市長は、他の執行機関と協力し、市政を簡素かつ効率的に運営しな

ければならない。 

３ 市長は、前項の目的のため、職員の能力向上に努めるとともに、職

員を適正に配置しなければならない。 

４ 市長は、その保有する情報を市民と共有するように努めなければな

らない。 

５ 市長は、市民が参画する機会の拡充に努め、その成果を尊重しなけ

ればならない。 

（市長を除く執行機関の責務） 

第１４条 市長を除く執行機関は、その職務に応じて、市長と同様の責

務を負い、他の執行機関と協力して市政の運営に努めるものとする。  

（職員の責務） 

第１５条 職員は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ

誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な知識、技能等の向上に努めるとともに、

創意工夫して効率的に職務を遂行しなければならない。  

第７章 市民参画及び協働 

（市民活動団体） 
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第１６条 市民は、地域の活動及び地域の課題の解決に取り組む団体又

は他の市民と共通する目的の実現に取り組む団体（以下この条にお

いて「市民活動団体」という。）を自主的に組織することができる。  

２ 市民は、市民活動団体の役割を認識し、その活動を推進するととも

に、地域の課題を、自らも解決するよう努めるものとする。  

３ 市民は、互いに協力し、少数の意見及び行動も尊重しながら、積極

的に活動に参加するよう努めなければならない。  

４ 執行機関は、市民活動団体の活動を推進するため、市民活動団体か

ら相談、要望等があったときは、その保有する情報を提供し、平等

かつ迅速に必要な措置を講じなければならない。 

５ 議会は、市民活動団体の自主性及び役割を尊重するものとする。  

（計画策定等における市民参画） 

第１７条 執行機関は、次に掲げる事項を実施するときは、あらかじめ

その事項を公表し、市民の参画の手続を実施しなければならない。  

(1) 基本構想（総合的かつ計画的な市政の運営を図るための基本構

想をいう。第２７条において同じ。）及びこれの実現のための基本

計画の策定 

(2) 市政の運営における基本的事項を定める計画等の策定又は改廃  

(3) 広く市民に適用され、市民生活に重大な影響を及ぼす条例等の

制定又は改廃 

２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、同項の手続を実施しないことができる。  

(1) 関係法令等の制定又は改廃に基づくとき。 

(2) 軽微な改変にとどまり、実質的な改変を伴わないとき。  

(3) 補助機関の服務等に関するとき、又は機構の改変に関するとき。  

(4) 緊急に実施しなければならないとき。 

（市民参画の手続） 

第１８条 前条の手続は、同条第１項に掲げる事項の内容に応じ、次の
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各号のいずれかの方法により行うものとする。 

(1) 附属機関等への委員公募 

(2) パブリックコメント 

(3) 公聴会の開催 

(4) 前３号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認めるもの  

２ 執行機関は、前項各号に掲げる方法の実施に当たっては、公平性及

び中立性の保持に配慮しなければならない。 

３ 第１項各号に掲げる方法の実施について必要な事項は、別に定める。  

（市民参画の推進） 

第１９条 執行機関は、市民の参画する機会が保障されるよう、前２条

に定めるもののほか、制度の整備を図るものとする。 

（協働の推進） 

第２０条 議会及び執行機関は、市民と協働してまちづくりを進めるた

めに、協働のまちづくりに対する理解と関心を深めるための啓発及

び情報提供等の必要な支援に努めるものとする。  

２ 市長は、職員に協働への理解を促し、それに取り組む意欲を高める

とともに、職員が協働に関わることができる場及び機会を設けるも

のとする。 

第８章 情報の共有 

（情報の収集及び活用） 

第２１条 議会及び執行機関は、市政の運営に必要な情報を収集し、有

効に活用しなければならない。 

２ 議会及び執行機関は、市民が容易に情報を得られるよう、適切な仕

組みを整備しなければならない。 

（情報公開等） 

第２２条 議会及び執行機関は、市民の参画及び協働の実効性を確保す

るため、その保有する情報を、保護すべき情報を除き、速やかにか

つ積極的に公開しなければならない。 
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２ 議会及び執行機関は、附属機関等の会議及び会議録を、保護すべき

情報を除き、公開しなければならない。 

３ 市民は、地域の課題を解決するため、互いにその保有する情報の共

有に努めるものとする。 

４ 執行機関は、前項の共有のため、必要に応じて支援しなければなら

ない。 

５ 第１項及び第２項に規定する公開の手続について必要な事項は、別

に条例で定める。 

（個人情報の保護） 

第２３条 議会及び執行機関は、その保有する個人情報を適正に管理し、

個人情報の保護を行うために必要な措置を講じなければならない。  

２ 議会及び執行機関は、その保有する個人情報の開示、訂正及び利用

停止等を請求する市民の権利を明らかにしなければならない。  

３ 前２項に規定する措置及び権利について必要な事項は、別に条例で

定める。 

（説明責任） 

第２４条 執行機関は、市政の運営に関する重要な事項の立案、実施及

び評価の過程において、その経過、内容、効果等について、市民に

情報の提供を行うとともに、わかりやすく説明しなければならない。  

（意見、要望等への応答） 

第２５条 議会及び執行機関は、市民から市政一般に関する意見、要望

等を受けたときは、迅速かつ誠実に応答するとともに、市政に反映

させる必要に応じ、適切な措置を講じなければならない。  

第９章 住民投票 

第２６条 住民は、市政の重要事項及び自治の根幹にかかわる事項につ

いて、広く住民の意思を確認する目的のため、住民投票の実施を市

長に請求することができる。 

２ 議会及び市長は、前項の目的のため、自ら住民投票の実施を発議す
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ることができる。 

３ 前２項に規定する住民投票の実施に必要な事項については、別に条

例で定める。 

４ 市民、議会及び執行機関は、住民投票の結果を最大限尊重するもの

とする。 

第１０章 総合計画 

第２７条 市は、第４条の基本理念にのっとり、議会の議決を経て、基

本構想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならない。  

２ 市長は、基本構想の実現のための基本計画を定め、これに基づく事

業の効果及び達成度を評価し、これを公表しなければならない。 

３ 市長は、前項の評価に基づき、必要に応じて事業を見直さなければ

ならない。 

第１１章 危機管理 

第２８条 市民は、自ら危機事象の発生に備えるとともに、危機事象の

発生時においては、自らの安全確保を図り、地域において互いに協

力し、助け合うよう努めるものとする。 

２ 市は、市民の生命、身体及び財産を守るため、市民の危機管理意識

の向上に努めるとともに、市民及び関係機関との連携により総合的

かつ機動的な危機管理体制の構築に努めなければならない。  

第１２章 他の機関との連携 

第２９条 市は、自治の確立のため、国及び大阪府と協力し、適切に役

割を分担することにより、課題の解決に取り組むものとする。  

２ 市は、他の地方公共団体及び関係機関と協力し、共通する課題及び

広域的な課題の解決に取り組むものとする。 

第１３章 推進及び見直し 

（条例の推進） 

第３０条 市長は、この条例の適正かつ円滑な運用及び推進を図ること

並びにその運用及び推進に関する検証を行うことを目的とする委員
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会を設置するものとする。 

（条例の見直し） 

第３１条 市長は、この条例の施行の日から５年を超えない範囲におい

て、この条例の各条項の社会情勢への適合について検討を行い、見

直しの必要があると認めるときは、必要な措置を講ずるものとする。  

 

附 則 

この条例は、平成２１年７月１日から施行する。 

  附 則(平成２９年９月１日条例第２０号) 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （阪南市自治基本条例推進委員会条例の一部改正）  

２ 阪南市自治基本条例推進委員会条例（平成２２年阪南市条例第

２４号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２８条」を「第３０条」に改める。  

  第２条第２項中「第２９条」を「第３１条」に改める。  

附 則(平成２９年９月１日条例第２０号) 

 （施行期日） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


